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　なお、領収済通知書（納付書）に記入する内訳・納付額の金額の訂正はで
きません。書き損じたときは、同一都道府県内の新しい領収済通知書を使用
してください。
　（最寄りの監督署、労働局等に用意してあります。）

提出は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関・郵便局へ

金額の頭に



労働保険の

1

申告書を作成したら、下記の方法により提出・納付します。

手数ですが申告書内訳等
と共に、管轄の労働局あて
にお送りください。

申告・納付期日最終日である7月10日（金）は、労働局・監督署
銀行・郵便局窓口において大変混雑することが予想されます。

①
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P.  8⑤

P.10⑥

P.14⑦

P.21⑧

P.22

⑩ P.26
⑪ P.28

⑫ P.30

⑭

P.  6③

P.  7④

P.34

⑮

⑨

P.38⑯ 報奨金（電子化分）のお知らせ（平成27年度）

P.35

追徴金（納付すべき労働保険料・一般拠出金の10％）を課すことがあります。

事業主控に受付印が必要な場合は、
労働局又は労働基準監督署へ提出用
と控を一緒にご提出ください。

日本銀行の歳入代理
店（※）

P.32⑬ 労災保険率適用事業細目表

保険料の徴収等に関する法律
労働保険の保険料の徴収等に関する法律

告書（労働保険番号
の3桁目が「3」の
もの：藤色と赤色）
の申告・納付は
できません。
※郵便局を含むほとんどの金
融機関が日本銀行の歳入
代理店となっています。

納期

口座振替納付日 9月7日 11月16日 2月15日

7月10日 11月16日 2月15日

全期・第1期 第2期 第3期
●労働保険料の納期（平成27年度）

口座振替を利用し
ない場合の納期限

険については、被保険者）に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごと
に定められた保険料率を乗じて算定します。
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「雇用保険被保険者資格喪失届」と失業給付額等
の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。

　雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、
派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
②31日以上の雇用見込みがある場合
には原則として被保険者となります。

　事業主と同居の親族は、原則としては対象者と
はなりません。ただし、同居の親族であっても、常時
同居の親族以外の労働者を使用する事業におい
て、一般事務、又は現場作業等に従事し、かつ次
の条件を満たすものについては、一般に私生活面
での相互協力関係とは別に独立して労働関係が
成立していると見て、対象者となります。具体的な
判断については、以下の要件を満たしているか否
かとなります。

　日々雇用される者又は30日以内の期間を定め
て雇用される者のうち、日雇労働で生計を立てて
いる者は日雇労働被保険者となります（臨時・内
職的な場合は該当せず）。65歳以上の者も含む。
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平成26年度から一般拠出金率が
引き下げられました。
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　「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、事業主の
皆様にご負担いただくものです。
　徴収された一般拠出金は、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主（ア
スベストの製造、販売を行ってきた事業主）からの特別拠出金と併せて、石綿（アスベスト）健康
被害者（労災補償の対象にならない方）の救済費用に充てられます。

◎「名称、所在地等変更届」はダウンロード様式はありません。最寄りの労働局等で入手して
ください。
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雇用保険料免除高
年齢労働者
　平成26年4月1日
現在において満64
歳以上の者
→昭和25年4月1日
以前に生まれた
者
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特別加入者にかかる加入申請、脱退、変更
が生じた場合には、その都度管轄の監督署
への各種届けが必要です。

　労災保険分と雇用保険分の賃金総額が同額で、かつ保険率が「0.5厘」単
位の場合、別々で計算した結果「１円」の差額が生じる場合があります。
　この場合には、「労災保険料」に「１円」加算してください。
　　例）賃金総額が2,711千円で同額であり、労災保険率5.5
　　　　雇用保険率13.5の場合
　　　　　2,711×（5.5+13.5）＝51,509円
　　　　　（2,711×5.5）＋（2,711×13.5）＝51,508円
　　　　この場合、労災保険料は（2,711×5.5）+1＝14,911円となります。

…⑦の（－）と同額を記入して下さい。た
だし、平成19年3月31日以前に成立した
一括有期事業については、一般拠出金
算定対象とはなりません。

…⑭の額に1,000分の0.02を乗じて得た額を記入して下さい。1円未満
の端数がある場合には、切り捨ててください。

13参照）。
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34,488

26
26

3,085,505

3,085,5051,185,248

26.9.28 委託解除移行による(21.1.01.304210)
月割計算　26.10.10 減額訂正報告済

306,948

177,324109,498
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989,711592,54213.5
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47,751
20,075
67,826
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30,660
105,623
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14,911

36,598

679,873

27

14,911
395,605
35,770
431,375

8,942

52,195

13.5
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344,479

1,900,257 X X

201,325

3,126,0972,089,8921,036,2052,432,3203,095

1,111,248

51,509

461,209

306,948
201,325105,623
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　制度改正により、次に掲げる業種については、「保険料・一般拠出金申告書内訳」の「③業種」欄に記入
する業種（４桁の数字）が従来と異なりますので、下記を参考にして、改正後の業種を記入してください。

　「たばこ等製造業」及び「その他の製造業」以外の製造業については、業種の下２桁の数字が「０１」に
統合されました。
　したがいまして、従来業種の上２桁が「４１」から「６４」まで（「６１」を除く）のいずれかに該当する事業場に
ついては、上２桁の数字を変えることなく、下２桁を「０１」と変更して記入してください。

　従来「6501」（たばこ等製造業）に該当していた事業場については、「4112」と記入してください。（業種番
号のみが変更となります。）

　その他の各種事業のうち、「医療保健業」、「教育業」及び「前各号に該当しない事業」については、下の
表のとおり事業の種類の細目が細分化されました。
　したがいまして、従来「9424」（医療保健業）
　　　　　　　　　 「9425」（教育業）
　　　　　　　　　 「9416」（前各号に該当しない事業）
　のいずれかに該当していた事業場については、委託事業場に業種を確認したうえで、改正後の業種を記
入してください。

（制度改正に伴う業種の変更について）

１　「その他の各種業種」の業種変更

３　「製造業」（「たばこ等製造業」・「その他の製造業」以外）の業種変更

２　「たばこ等製造業」の業種変更

41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

63

64

食料品製造業

繊維工業又は繊維製品製造業

木材又は木製品製造業

パルプ又は紙製造業

印刷又は製本業

化学工業

ガラス又はセメント製造業

その他の窯業又は土石製品製造業

金属精錬業（（51）非鉄金属精錬業を除く。）

非鉄金属精錬業

金属材料品製造業（（53）鋳物業を除く。）

鋳物業

金属製品製造業又は金属加工業（（63）洋食器、刃物、手工具又は一般

金物製造業及び（65）めっき業を除く。）

めっき業

機械器具製造業（（57）電気機械器具製造業、（58）輸送用機械器具製

造業、（59）船舶製造又は修理業及び（60）計量器、光学機械、時計等製

造業を除く。）

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業（（59）船舶製造又は修理業を除く。）

船舶製造又は修理業

計量器、光学機械、時計等製造業（（57）電気機械器具製造業を除く。）

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（（55）めっき業を除く。）

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業

4102～4111

4202～4209

4402～4410

4502・4503

4602・4603

4702～4724

4802～4807

4903～4907

5002・5003

5102

5202～5204

5302・5303

5403～5411

5502・5503

5602～5611

5702～5709

5802～5805

5902・5903

6002～6008

6302～6304

6402～6409

4101

4201

4401

4501

4601

4701

4801

4901

5001

5101

5201

5301

5401

5501

5601

5701

5801

5901

6001

6301

6401

事　業　の　種　類 改正前 改正後

94

9424　医療保健業

改　正　前 改　正　後

9431　医療業
9432　社会福祉・介護事業
9434　保育所
9435　認定こども園

9425　教育業
9433　幼稚園
9435　認定こども園

9436　情報サービス業
9416　前各号に該当しない事業

9425　教育業

9416　前各号に該当しない事業

その他の
各種事業

6501　たばこ等製造業 4112　たばこ等製造業

改　正　前 改　正　後
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号のみが変更となります。）

　その他の各種事業のうち、「医療保健業」、「教育業」及び「前各号に該当しない事業」については、下の
表のとおり事業の種類の細目が細分化されました。
　したがいまして、従来「9424」（医療保健業）
　　　　　　　　　 「9425」（教育業）
　　　　　　　　　 「9416」（前各号に該当しない事業）
　のいずれかに該当していた事業場については、委託事業場に業種を確認したうえで、改正後の業種を記
入してください。

（制度改正に伴う業種の変更について）

１　「その他の各種業種」の業種変更

３　「製造業」（「たばこ等製造業」・「その他の製造業」以外）の業種変更

２　「たばこ等製造業」の業種変更

41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

63

64

食料品製造業

繊維工業又は繊維製品製造業

木材又は木製品製造業

パルプ又は紙製造業

印刷又は製本業

化学工業

ガラス又はセメント製造業

その他の窯業又は土石製品製造業

金属精錬業（（51）非鉄金属精錬業を除く。）

非鉄金属精錬業

金属材料品製造業（（53）鋳物業を除く。）

鋳物業

金属製品製造業又は金属加工業（（63）洋食器、刃物、手工具又は一般

金物製造業及び（65）めっき業を除く。）

めっき業

機械器具製造業（（57）電気機械器具製造業、（58）輸送用機械器具製

造業、（59）船舶製造又は修理業及び（60）計量器、光学機械、時計等製

造業を除く。）

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業（（59）船舶製造又は修理業を除く。）

船舶製造又は修理業

計量器、光学機械、時計等製造業（（57）電気機械器具製造業を除く。）

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（（55）めっき業を除く。）

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業

4102～4111

4202～4209

4402～4410

4502・4503

4602・4603

4702～4724

4802～4807

4903～4907

5002・5003

5102

5202～5204

5302・5303

5403～5411

5502・5503

5602～5611

5702～5709

5802～5805

5902・5903

6002～6008

6302～6304

6402～6409

4101

4201

4401

4501

4601

4701

4801

4901

5001

5101

5201

5301

5401

5501

5601

5701

5801

5901

6001

6301

6401

事　業　の　種　類 改正前 改正後

94

9424　医療保健業

改　正　前 改　正　後

9431　医療業
9432　社会福祉・介護事業
9434　保育所
9435　認定こども園

9425　教育業
9433　幼稚園
9435　認定こども園

9436　情報サービス業
9416　前各号に該当しない事業

9425　教育業

9416　前各号に該当しない事業

その他の
各種事業

6501　たばこ等製造業 4112　たばこ等製造業

改　正　前 改　正　後
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２ ６ ２ ７

２ ７ ２ ８

27

2,432,320

653,185

1,042,033 653,185 1,695,218 3,095 1,698,313

1,042,032

1,042,032

1,042,032

1,042,032

（イ）、（チ）及び（ル）…保険料の延納の申請をする場合には、この
申告書の⑭（イ）欄の概算保険料額を３で除した額を（イ）、（チ）
及び（ル）に記入してください。ただし、除した額に１円又は２円
の余りが生じた場合は、その余りを加えた額を（イ）に記入して
ください。

この申告書の⑩欄の（ヘ）の額から㉒欄の（ホ）の額を差引いた
額を記入してください。なお、一般拠出金は延納できません。

納付書の金額は、㉒の（ニ）、（ヘ）、（ト）の額を転記してください。

この申告書の⑩（イ）確定保険料と⑱申告済概算保険料の額を比較
します。⑩（イ）＜⑱のときはその差引額を（イ）充当額または（ロ）還付
額に記入します。
⑩（イ）＞⑱のときは、その差引額を（ハ）不足額に記入します。

ヘ

記入例１　確定保険料額が申告済概算保険料額を上回る場合（不足額が出る場合）

延納の申請をする場合は「3」、延納の申請をしない場
合は「1」と記入してください。

⑰…
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2,432,320

653,185

1,042,033 653,185 1,695,218 3,095 1,698,313

1,042,032

1,042,032

1,042,032

1,042,032

（イ）、（チ）及び（ル）…保険料の延納の申請をする場合には、この
申告書の⑭（イ）欄の概算保険料額を３で除した額を（イ）、（チ）
及び（ル）に記入してください。ただし、除した額に１円又は２円
の余りが生じた場合は、その余りを加えた額を（イ）に記入して
ください。

この申告書の⑩欄の（ヘ）の額から㉒欄の（ホ）の額を差引いた
額を記入してください。なお、一般拠出金は延納できません。

納付書の金額は、㉒の（ニ）、（ヘ）、（ト）の額を転記してください。

この申告書の⑩（イ）確定保険料と⑱申告済概算保険料の額を比較
します。⑩（イ）＜⑱のときはその差引額を（イ）充当額または（ロ）還付
額に記入します。
⑩（イ）＞⑱のときは、その差引額を（ハ）不足額に記入します。

ヘ

記入例１　確定保険料額が申告済概算保険料額を上回る場合（不足額が出る場合）

延納の申請をする場合は「3」、延納の申請をしない場
合は「1」と記入してください。

⑰…
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3,095 3,095

9416113

4,586,223

91

〔計算方法〕 
　⑭（イ）3,126,097÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）1,042,033円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）1,042,032円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）1,042,032円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

別紙のとおり

301930010

労働保険料のみ充当した場合の例①

1716

4,586,223 3,085,505 1,500,718

㉒（イ）
1,042,033円

㉒（チ）
1,042,032円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
1,042,033円

㉒（リ）
458,685円

＋ ㉒（ヘ）
3,095円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
3,095円
今期納付額
㉒（ヌ）
583,347円

充当意思「1」を記入

　充当とは、確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合に、今年度の概算保険料や一般拠
出金の納付額にこの差引額を充てることをいい、充当意思とは、その意思を確認するものです。
　充当には以下の３パターンがあります。

充当意思「１」「労働保険料のみ充当」　　　　　　　→　記入例２①へ
充当意思「２」「一般拠出金のみ充当」　　　　　　　→　記入例２②へ
充当意思「３」「労働保険料及び一般拠出金に充当」　→　記入例２③へ

　「　充当意思」欄には「３」を記入していただくと労働保険料と一般拠出金の両方に充当で
きますので、事務手続が簡便になる場合があります。

⑴　充当額については、
　①　「　充当意思」欄が「１」の場合は、労働保険料のみに充当します。
　労働保険料に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに一般拠出金分を納付す
る必要があります。

　②　「　充当意思」欄が「２」の場合は、一般拠出金のみに充当します。
　一般拠出金に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに労働保険料分を納付する
必要があります。

　③　「　充当意思」欄が「３」の場合は、労働保険料及び一般拠出金に充当します。
　充当後、なお余りがある場合は、今期の納付は必要ありません（申告書の提出は必要で
す）。

⑵　一般拠出金に充当する場合は、「　充当意思」欄に「２」又は「３」を必ず記入してくだ
さい。
⑶　「⑰延納の申請」の納付回数が「３」で、「　充当意思」欄が「１」又は「３」の場合、
第１期に充当後、なお余りがある場合には、第２期、第３期の順で充当となります。
⑷　１期から３期の順に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局に「労働保険料・一
般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
　　なお、還付の請求手続については、P.20の「記入例３　充当後還付額が出る場合」を参照
ください。

充当額の記入方法

充当意思とは

30

30

30

30

30

30
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3,095 3,095

9416113

4,586,223

91

〔計算方法〕 
　⑭（イ）3,126,097÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）1,042,033円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）1,042,032円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）1,042,032円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

別紙のとおり

301930010

労働保険料のみ充当した場合の例①

1716

4,586,223 3,085,505 1,500,718

㉒（イ）
1,042,033円

㉒（チ）
1,042,032円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
1,042,033円

㉒（リ）
458,685円

＋ ㉒（ヘ）
3,095円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
3,095円
今期納付額
㉒（ヌ）
583,347円

充当意思「1」を記入

　充当とは、確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合に、今年度の概算保険料や一般拠
出金の納付額にこの差引額を充てることをいい、充当意思とは、その意思を確認するものです。
　充当には以下の３パターンがあります。

充当意思「１」「労働保険料のみ充当」　　　　　　　→　記入例２①へ
充当意思「２」「一般拠出金のみ充当」　　　　　　　→　記入例２②へ
充当意思「３」「労働保険料及び一般拠出金に充当」　→　記入例２③へ

　「　充当意思」欄には「３」を記入していただくと労働保険料と一般拠出金の両方に充当で
きますので、事務手続が簡便になる場合があります。

⑴　充当額については、
　①　「　充当意思」欄が「１」の場合は、労働保険料のみに充当します。
　労働保険料に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに一般拠出金分を納付す
る必要があります。

　②　「　充当意思」欄が「２」の場合は、一般拠出金のみに充当します。
　一般拠出金に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに労働保険料分を納付する
必要があります。

　③　「　充当意思」欄が「３」の場合は、労働保険料及び一般拠出金に充当します。
　充当後、なお余りがある場合は、今期の納付は必要ありません（申告書の提出は必要で
す）。

⑵　一般拠出金に充当する場合は、「　充当意思」欄に「２」又は「３」を必ず記入してくだ
さい。

⑶　「⑰延納の申請」の納付回数が「３」で、「　充当意思」欄が「１」又は「３」の場合、
第１期に充当後、なお余りがある場合には、第２期、第３期の順で充当となります。

⑷　１期から３期の順に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局に「労働保険料・一
般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。

　　なお、還付の請求手続については、P.20の「記入例３　充当後還付額が出る場合」を参照
ください。

充当額の記入方法

充当意思とは

30

30

30

30

30

30
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2 6 2 7

2 7 2 8
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第１期分労働保険料の充当を行い、その後一般拠出金を充当します。
なお余りがある場合、第２期分以降の労働保険料に残額を充当します。（計算が他の場合と異なりますのでご注意ください。）

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例③

充当意思「3」を記入

㉒（イ）
1,042,033円

㉒（チ）
1,042,032円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
1,042,033円

㉒（リ）
455,590円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
0円

今期納付額
㉒（ヌ）
586,442円

94161133 01930010

4,586,223 4,586,223

91 94161133 01930010 91

還付額が出た場合管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

一般拠出金のみ充当した場合の例②

4,586,223 3,085,505 3,095

㉒（イ）
1,042,033円

㉒（チ）
1,042032円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
0円

㉒（リ）
0円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）

1,042,033円
今期納付額
㉒（ヌ）

1,042,032円

充当意思「2」を記入

1,497,623

ロ

還付額

申
告
書
を

〔計算方法〕 
　⑭（イ）3,126,097÷3＝

第１期分㉒（イ）1,042,033円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）1,042,032円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）1,042,032円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

別紙のとおり 別紙のとおり

〔計算方法〕 
　⑭（イ）3,126,097÷3＝

第１期分㉒（イ）1,042,033円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）1,042,032円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）1,042,032円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

4,586,223 3,085,505 1,500,718

1918

3,095

3,0953,095



2 6 2 7

2 7 2 8

27

2 6 2 7

2 7 2 8

27

第１期分労働保険料の充当を行い、その後一般拠出金を充当します。
なお余りがある場合、第２期分以降の労働保険料に残額を充当します。（計算が他の場合と異なりますのでご注意ください。）

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例③

充当意思「3」を記入

㉒（イ）
1,042,033円

㉒（チ）
1,042,032円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
1,042,033円

㉒（リ）
455,590円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
0円

今期納付額
㉒（ヌ）
586,442円

94161133 01930010

4,586,223 4,586,223

91 94161133 01930010 91

還付額が出た場合管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

一般拠出金のみ充当した場合の例②

4,586,223 3,085,505 3,095

㉒（イ）
1,042,033円

㉒（チ）
1,042032円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
0円

㉒（リ）
0円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）

1,042,033円
今期納付額
㉒（ヌ）

1,042,032円

充当意思「2」を記入

1,497,623

ロ

還付額

申
告
書
を

〔計算方法〕 
　⑭（イ）3,126,097÷3＝

第１期分㉒（イ）1,042,033円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）1,042,032円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）1,042,032円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

別紙のとおり 別紙のとおり

〔計算方法〕 
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第２期分㉒（チ）1,042,032円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）1,042,032円　　　（余りは必ず１円または２円となります）
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記入例3　充当後還付額が出る場合

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

6,542,568

6,542,568 3,129,192

327,871

ロ

還付額

還付額が出た場合管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、
還付の請求を行ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局・労働基準監督署へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。

94161133 01930010 91
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別紙のとおり

労働保険事務組合○○ 商店街復興組合

労働保険事務組合○○ 商店街復興組合
組合長　○○○○

ロウドウホケンクミアイ○○ ショウテンガイフッコウクミアイ

また、ゆうちょ銀行
への振り込みを希
望する場合も、この
欄に記入してくださ
い。
なお、ネット銀行の
一部には振込が出
来ない場合があり
ます。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
７
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　記入例2②、3のように概算保険料および一般拠出金への充当後に還付が生じる場合は、「労働保険料一般拠出金還付請求書」
を提出してください。

3 0 1 9 3 0 0 1 0

（ダウンロード様式はありません）
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手続きに必要な用紙は各労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省ホームページから
ダウンロードできます。（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください）

.22

　建設の事業では、労働保険料の申告・納付のほか、一括有期事業総括表・一括有期事業報告書
（建設の事業）が必要です。立木伐採等の林業では、「一括有期事業報告書（立木の伐採の事
業）」が必要です。

　概算保険料額については、平成26年度の「工事実績」に基づく「賃金総額」の200／100
を上回らず、50／100を下回らない限り平成26年度と同額で算定するので、これに該当す
る場合は今回の年度更新では関係ありませんが、平成27年4月1日以降に開始する事業につ
いては、有期事業の一括ができる要件について、請負金額については消費税を除く額とな
り、金額についても1億9千万円未満から、1億8千万円未満に変更となりました。

26年4月1日
26年度

27年3月31日 27年６月1日 27年７月10日

26

26 27

.24

2322

の変更

　建設の事業については、一つの工事に係る請負金額が1億9千万円未満、かつ、概算保険
料額が160万円未満の場合一括して申告（徴収法第7条）することになっていますが、一括
できる工事は事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、又はこれと隣接する
都道府県労働局の管轄区域で管轄の区域で行う工事です。（P.25参照）
　なお、「機械装置の組立て又はすえ付けの事業」は、全国で行う工事が一括扱いできます。
　立木の伐採の事業については、素材の生産量が1000立方メートル未満でかつ概算保
険料額が160万円未満の事業については、一括扱いができます。
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ダウンロードできます。（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください）
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26 27

７　請負金額は消費税を含めてください。
8

28

32～33

　労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、平成26年度中に終了し
た事業については消費税率等に係る暫定措置が適用されます。
　そのため、一括有期事業報告書（建設の事業）の作成にあたり、「㋥請負金額」欄の「計
（小計）」については、右記の記入例（27ページ）にならって２段に分割し、上段について
は消費税相当額を含めた請負金額を、下段については上段の額に108分の105を乗じて得た額
（その額に１円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。）を記入して下さい。
　

　平成26年度中に終了した一括有期対象工事（元請分）をもれなく記入し、32～33ページの
「労災保険率適用事業細目」を参考に、「事業の種類」ごとに別葉としてください。

　賃金で算定する工事は、右記の記入例（27ページ）にならって、「㋑請負代金の額」欄、
「㋥請負金額」には該当する請負金額を、「③賃金総額」欄には該当する賃金総額をかっこ
書きで記入してください。

　右記の記入例（27ページ）にならって、「一括有期事業総括表」の「事業開始時期」欄に
記載された期間ごとに分けて記入し、それぞれの合計額（記入例では「小計」）も記入して
ください。

㋺

㋩

26

（小計）

△△市
△－△－△

△△邸 増築工事 他8件

（平成24年3月31日以前 

  開始工事分）

○○ハイツ 新築工事

35 建築事業

27

○○

○○市　○○　　○－○－○

×××
××× ×××××××

××××

株式会社 ○○工務店
代表取締役　　　○○ ○○

6 11

○○市
○○○－○－○

21

26 8 31
94,500,000 94,500,000

94,500,000
91,875,000

19,845,000

19,845,000
19,293,750

15,435,000

7,980,000

21

21

21

2

73,500,000 73,500,000

38,000,000 38,000,000

111,500,000
108,402,777

206,000,000
200,277,777

23,415,000
22,764,583

43,260,000
42,058,333

206,000,000

2 1

24
27 1 15

3 1

23

26 30
12
12

30××市
××－××－×

（小計）

××邸 新築工事

（平成21年3月31日以前 

  開始工事分）

１ ０ １X X 9 0 0 1 0 5 0 0 2

（平成24年4月1日以降 

　開始工事分）

（7,350,000）
 110,250,000
107,187,500

（7,350,000）
118,860,000
115,558,333

（965,520）
24,255,000
23,581,250

○×市

○×－○×

市営住宅内装工事 8,610,000 8,610,000 1,894,200

1,894,200

22

22

22

8,610,000
1,841,5838,370,833

27,114,720
26,388,353

5,250,000 1,155,0005,250,000

（7,350,000）

（7,350,000）

105,000,000

118,860,000

（7,350,000） （965,520）

105,000,000 23,100,000

計 24,546,770

24 3 1

26 10 1

24 7 19

26 11 10

24 11 25

27 1 10

24 5 1

27 2 16

○○市
○－○－○

××市
×－×－×

△△市
△△－△－△△

（小計）

○○邸 内装工事

××邸 内装工事

△△邸 内装工事 他24件

38 既設建築物設備工事業

（平成24年3月31日以前 

　開始工事分）

2 2
１ ０１X X 9 0 0 1 0 5 0 0 2

上段は、消費税額を含めた請負金額、下段
は、上段の額に108分の105を乗じて得た額

上段は、個々の工事ごとの賃金総額の合
計額、下段は、「㋥請負金額」の小計の欄
の下段の額に労務費率を乗じて得た額

賃金で算定した工事を含む場合、上段は
賃金で算定した合計額、中段は請負金額
による賃金総額の合計額、下段は「㋥請負
金額」の下段の額に労務費率を乗じて得
た額、その下の欄外に上段と下段の合計
（小計）額を記入してください。

機 械 装
置の組立
て又はす
え付けの
事業

組立て又は取付
けに関するもの

ほ

。
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７　請負金額は消費税を含めてください。
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28
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　開始工事分）
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上段は、消費税額を含めた請負金額、下段
は、上段の額に108分の105を乗じて得た額

上段は、個々の工事ごとの賃金総額の合
計額、下段は、「㋥請負金額」の小計の欄
の下段の額に労務費率を乗じて得た額
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た額、その下の欄外に上段と下段の合計
（小計）額を記入してください。

機 械 装
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て又はす
え付けの
事業

組立て又は取付
けに関するもの

ほ

。
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7,980,000

21

21

21

2

73,500,000 73,500,000

38,000,000 38,000,000

111,500,000
108,402,777

206,000,000
200,277,777

23,415,000
22,764,583

43,260,000
42,058,333

206,000,000

2 1

24
27 1 15

3 1

23

26 30
12
12

30××市
××－××－×

（小計）

××邸 新築工事

（平成21年3月31日以前 

  開始工事分）

１ ０ １X X 9 0 0 1 0 5 0 0 2

（平成24年4月1日以降 

　開始工事分）

（7,350,000）
 110,250,000
107,187,500

（7,350,000）
118,860,000
115,558,333

（965,520）
24,255,000
23,581,250

○×市

○×－○×

市営住宅内装工事 8,610,000 8,610,000 1,894,200

1,894,200

22

22

22

8,610,000
1,841,5838,370,833

27,114,720
26,388,353

5,250,000 1,155,0005,250,000

（7,350,000）

（7,350,000）

105,000,000

118,860,000

（7,350,000） （965,520）

105,000,000 23,100,000

計 24,546,770

24 3 1

26 10 1

24 7 19

26 11 10

24 11 25

27 1 10

24 5 1

27 2 16

○○市
○－○－○

××市
×－×－×

△△市
△△－△－△△

（小計）

○○邸 内装工事

××邸 内装工事

△△邸 内装工事 他24件

38 既設建築物設備工事業

（平成24年3月31日以前 

　開始工事分）

2 2
１ ０１X X 9 0 0 1 0 5 0 0 2

・記入例

労 働 保 険 番 号 一括有期事業報告書　　枚添付

別添様式

府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

労 働 保 険 等

平成　　年度一括有期事業総括表（建設の事業）
この３部は確定保険料申告の際
に記載し、正、副を提出する。

事業
主控

年 月 日平成

別添一括有期事業報告書の明細を上記のとおり総括して報告します。

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

氏 名

住 所

事業主

㊞

郵便番号（　　　　　　－　　　　　　　）
電話番号（　　　　－　　　　－　　　　）

記名押印又は署名

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）
務
士
記
載
欄

社
会
保
険
労

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号

注　

１　

事
業
報
告
書
（
様
式
第
７
号
（
甲
））
に
記
入
し
た
事
業
（
工
事
）
を

事
業
の
種
類
ご
と
に
合
算
し

本
表
に
よ
り
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

２　

前
年
度
に
メ
リ

ト
制
が
適
用
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は

メ
リ

ト
料
率
を
記
入
の
う
え
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

３　

一
般
拠
出
金
と
は

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
第
１
項
に
基
づ
き
労
災
保
険
適
用
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
を
指
す

　
　

４　

一
般
拠
出
金
は
事
業
（
工
事
）
開
始
時
期
が
平
成
１
９
年
４
月
１
日
以
降
の
す
べ
て
の
事
業
（
工
事
）
を
徴
収
対
象
と
す
る

業種
番号

労務
費率事 業 の 種 類 請 負 金 額 賃 金 総 額 保 険 料 額事業開始時期

円 千円 円

保険料率
基準料率 メリット料率

31
19

18

21

20

103

118

89

水力発電施設､ずい道等新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

32 15

21

道 路 新 設 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

33 19

20

18

14

16

舗 装 工 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

34

23

24

23

23

18

10

11

鉄道又は軌道新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

35 21
13

15

17

建 築 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

38

21

22

14

15

既設建築物設備工事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

40

38 7.5

14

9

そ の 他 の も の

組立て又は取付け
に 関 す る も の

機械装置
の組立て
又は据付
けの事業

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

36
21

22

21 7.5

9

14
平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

37
24

23
19

21

そ の他の建設事業

合 計

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年３月31日
以前のもの　　　

②

①

③

1000分の

千円 円

（①を除いた合計） 一般拠出金率 一般拠出金額
　（②×③）　

0.05
1000分の

1000分の

㊞

（25. 1）

0.02

メリット制が適用されている場合は、
昨年度の労災保険率決定通知書
等を参照しメリット率を記入の上計
算してください。

　事業の開始時期によってメリット料率が異なる場合がありますのでご注意ください。
　1円未満の端数が出た場合は、切り捨ててください。
　以上の計算を総括表で行って記入をし、保険料額の合計を、「概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の
⑩の（イ）（ロ）労災保険分確定保険料額欄に転記してください。

26

26

26

１　一括有期事業報告書に記入していただいた工事をとりまとめるのが総括表です。
　一括有期事業報告書から、総括表で分類してあります事業の種類、事業開始時期ごとに「一括有期事業
報告書」の「請負金額」と「賃金総額」欄の金額を「一括有期事業総括表」の該当する箇所に転記してくだ
さい。その額に、該当する労災保険率を乗じて業種ごとの保険料額を計算してください。
２　昨年度（平成26年度）にメリット制が適用されている事業場は、昨年度送付している「労災保険率決定通
知書」により、保険料額を計算してください。
　なお、この場合一括されている各事業の開始時期における労災保険率（基準料率）と当該事業の終了し
た日の属する保険年度のメリット増減率を用いて算出した労災保険率（メリット料率）により労災保険料を算
定します。



28 29

19,293

22,764

289,395

295,932

1,841

24,546

25,774

368,190

979,29168,444

1,36868,444

108,402,777

8,370,833
（7,350,000）
107,187,500

91,875,000

27

（小計）

△△市
△－△－△

△△邸 増築工事 他8件

（平成24年3月31日以前 

  開始工事分）

○○ハイツ 新築工事

35 建築事業

27

○○

○○市　○○　　○－○－○

×××
××× ×××××××

××××

株式会社 ○○工務店
代表取締役　　　○○ ○○

6 11

○○市
○○○－○－○

21

26 8 31
94,500,000 94,500,000

94,500,000
91,875,000

19,845,000

19,845,000
19,293,750

15,435,000

7,980,000

21

21

21

2

73,500,000 73,500,000

38,000,000 38,000,000

111,500,000
108,402,777

206,000,000
200,277,777

23,415,000
22,764,583

43,260,000
42,058,333

206,000,000

2 1

24
27 1 15

3 1

23

26 30
12
12

30××市
××－××－×

（小計）

××邸 新築工事

（平成21年3月31日以前 

  開始工事分）

１ ０ １X X 9 0 0 1 0 5 0 0 2

（平成24年4月1日以降 

　開始工事分）

（7,350,000）
 110,250,000
107,187,500

（7,350,000）
118,860,000
115,558,333

（965,520）
24,255,000
23,581,250

○×市

○×－○×

市営住宅内装工事 8,610,000 8,610,000 1,894,200

1,894,200

22

22

22

8,610,000
1,841,5838,370,833

27,114,720
26,388,353

5,250,000 1,155,0005,250,000

（7,350,000）

（7,350,000）

105,000,000

118,860,000

（7,350,000） （965,520）

105,000,000 23,100,000

計 24,546,770

24 3 1

26 10 1

24 7 19

26 11 10

24 11 25

27 1 10

24 5 1

27 2 16

○○市
○－○－○

××市
×－×－×

△△市
△△－△－△△

（小計）

○○邸 内装工事

××邸 内装工事

△△邸 内装工事 他24件

38 既設建築物設備工事業

（平成24年3月31日以前 

　開始工事分）

2 2
１ ０１X X 9 0 0 1 0 5 0 0 2

・記入例

労 働 保 険 番 号 一括有期事業報告書　　枚添付

別添様式

府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

労 働 保 険 等

平成　　年度一括有期事業総括表（建設の事業）
この３部は確定保険料申告の際
に記載し、正、副を提出する。

事業
主控

年 月 日平成

別添一括有期事業報告書の明細を上記のとおり総括して報告します。

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

氏 名

住 所

事業主

㊞

郵便番号（　　　　　　－　　　　　　　）
電話番号（　　　　－　　　　－　　　　）

記名押印又は署名

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）
務
士
記
載
欄

社
会
保
険
労

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号

注　

１　

事
業
報
告
書
（
様
式
第
７
号
（
甲
））
に
記
入
し
た
事
業
（
工
事
）
を

事
業
の
種
類
ご
と
に
合
算
し

本
表
に
よ
り
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

２　

前
年
度
に
メ
リ

ト
制
が
適
用
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は

メ
リ

ト
料
率
を
記
入
の
う
え
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

３　

一
般
拠
出
金
と
は

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
第
１
項
に
基
づ
き
労
災
保
険
適
用
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
を
指
す

　
　

４　

一
般
拠
出
金
は
事
業
（
工
事
）
開
始
時
期
が
平
成
１
９
年
４
月
１
日
以
降
の
す
べ
て
の
事
業
（
工
事
）
を
徴
収
対
象
と
す
る

業種
番号

労務
費率事 業 の 種 類 請 負 金 額 賃 金 総 額 保 険 料 額事業開始時期

円 千円 円

保険料率
基準料率 メリット料率

31
19

18

21

20

103

118

89

水力発電施設､ずい道等新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

32 15

21

道 路 新 設 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

33 19

20

18

14

16

舗 装 工 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

34

23

24

23

23

18

10

11

鉄道又は軌道新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

35 21
13

15

17

建 築 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

38

21

22

14

15

既設建築物設備工事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

40

38 7.5

14

9

そ の 他 の も の

組立て又は取付け
に 関 す る も の

機械装置
の組立て
又は据付
けの事業

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

36
21

22

21 7.5

9

14
平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

37
24

23
19

21

そ の他の建設事業

合 計

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年３月31日
以前のもの　　　

②

①

③

1000分の

千円 円

（①を除いた合計） 一般拠出金率 一般拠出金額
　（②×③）　

0.05
1000分の

1000分の

㊞

（25. 1）

0.02

メリット制が適用されている場合は、
昨年度の労災保険率決定通知書
等を参照しメリット率を記入の上計
算してください。

　事業の開始時期によってメリット料率が異なる場合がありますのでご注意ください。
　1円未満の端数が出た場合は、切り捨ててください。
　以上の計算を総括表で行って記入をし、保険料額の合計を、「概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の
⑩の（イ）（ロ）労災保険分確定保険料額欄に転記してください。

26

26

26

１　一括有期事業報告書に記入していただいた工事をとりまとめるのが総括表です。
　一括有期事業報告書から、総括表で分類してあります事業の種類、事業開始時期ごとに「一括有期事業
報告書」の「請負金額」と「賃金総額」欄の金額を「一括有期事業総括表」の該当する箇所に転記してくだ
さい。その額に、該当する労災保険率を乗じて業種ごとの保険料額を計算してください。
２　昨年度（平成26年度）にメリット制が適用されている事業場は、昨年度送付している「労災保険率決定通
知書」により、保険料額を計算してください。
　なお、この場合一括されている各事業の開始時期における労災保険率（基準料率）と当該事業の終了し
た日の属する保険年度のメリット増減率を用いて算出した労災保険率（メリット料率）により労災保険料を算
定します。



30 31

２ ６ ２ ７

２ ７ ２ ８

27

900,000

0.02

79,291

79,291 405,722 1,368 407,090326,431

326,430

326,430

326,430

326,430

内訳、納付額の金額の訂正はできません。（もし書き損じた
ら新しい領収済通知書（納付書）により納付してください。）

注１　200/100以上もしくは50/100以下となる場合の計算方法については、も
よりの監督署、労働局へお問い合わせください。

26
26

979,291円
26 326,430円（余り1円）

326,431円　（←余り1円加算）
326,430円
326,430円

27

34

作成した「保険料・拠出金申告書内訳」の④欄の合計
数を記入してください。

　概算保険料額に関係なく、３回に延納することができます。

　「保険料・拠出金申告書内訳」から転記してください。

　なお、平成27年度メリット制適用事業場においては、「平成
27年度労災保険率決定通知書」の料率で保険料を算定してく
ださい。

※充当の例　P.16以降を参照してください。

900,000円 979,291円 79,291円

注1

労働保険事務組合
　　　　　　○○協会

　郵便番号、電話番号、労働保険事務組合の住所・名称を
記入してください。
　氏名記入欄の押印については、記名押印又は組合長自ら
の署名のいずれかになります。



30 31

２ ６ ２ ７

２ ７ ２ ８

27

900,000

0.02

79,291

79,291 405,722 1,368 407,090326,431

326,430

326,430

326,430

326,430

内訳、納付額の金額の訂正はできません。（もし書き損じた
ら新しい領収済通知書（納付書）により納付してください。）

注１　200/100以上もしくは50/100以下となる場合の計算方法については、も
よりの監督署、労働局へお問い合わせください。

26
26

979,291円
26 326,430円（余り1円）

326,431円　（←余り1円加算）
326,430円
326,430円

27

34

作成した「保険料・拠出金申告書内訳」の④欄の合計
数を記入してください。

　概算保険料額に関係なく、３回に延納することができます。
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900,000円 979,291円 79,291円

注1

労働保険事務組合
　　　　　　○○協会

　郵便番号、電話番号、労働保険事務組合の住所・名称を
記入してください。
　氏名記入欄の押印については、記名押印又は組合長自ら
の署名のいずれかになります。
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　電子申請を利用することにより、労働局、労働基準監督署の窓口へ出向くことなく手続を
行うことができます。（電子申請するにあたっては、あらかじめ政府が認めた認証局の発行した
電子署名用の電子証明書の取得が必要です。）
　また、年度更新申告書に「アクセスコード」（年度更新申告書のあて先労働局名の右隣に
印字されている８桁の英数字）が設定されており、電子申請による年度更新では、様式を
ダウンロードした後に労働保険番号と「アクセスコード」を入力することにより、お手元の年度
更新申告書と同様の項目（労働保険番号、保険料率等）を電子申請様式に取り込むことが
でき、前年度の申告内容等を改めて入力する手間が省けます。
　詳しくは「電子政府の総合窓口（e-Gov）」（http://www.e-gov.go.jp/）や、P.35～P.37に
電子申請を行う場合の操作手順を記載していますので、ご覧ください。
　なお、e-Gov電子申請システムの操作方法等については「電子政府利用支援センター」
（電話番号０５０－３７８６－２２２５（０５０ビジネスダイヤル）、ＩＰ電話網が利用できない場合
は０１７－７７１－９００８）、受付時間：9時から19時まで（土日・祝祭日は17時まで））へお問い
合わせください。

27

２ ６ ２ ７

14 15

●e-Gov電子申請システムの操作方法等につい
ては「電子政府利用支援センター（電話番号
050-3786-2225（050ビジネスダイヤル）、IP電話
網が利用できない場合は017-771-9008）、受付時
間：9時から19時まで（土日・祝祭日は17時まで）へ
お問い合わせください。
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  画面遷移先のインターネットバンキングに納付情報が送信されるため、電子納付を行う際に「収納機関番号」「納付番号」等の入力を省略で
きます。
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　事務組合委託事業場のデータ管理のシステム化の促進を図ることを目的
として、事務組合が、「保険料・一般拠出金申告書内訳」の内容が保存され
た電子媒体（以下「申告書内訳（電子）」といいます。）を提出した場合には、
報奨金（電子化分）が交付されます。

　次の要件のいずれにも該当する場合に交付されます。
（1）報奨金（定率・定額分）の交付対象事務組合であること。
（2）電子媒体の種類は、DVD（DVD-R、 DVD+RまたはDVD-RW、 DVD+RW ）、
CD（CD-RまたはCD-RW）であること。

（3）指定された形式（次頁「申告書内訳（電子）の作成要領」の（１）参照）で作
成されたものであること。

（4）申告書内訳（電子）の内容は、年度更新時に提出する「保険料・一般拠出金申
告書内訳」の紙媒体（組様式第6号（甲）。以下「申告書内訳（紙）」という。）と
同一の内容とし、内容に誤りがないこと。

交付要件

（1）厚生労働省ＨＰ内の「労働局適用徴収業務支援システム（※１）（以下「ＲＳシ
ステム」という。）の仕様公開について」で公開している「インターフェース仕様書」
（※２）の内容に沿った形式により作成された電子ファイルを、ＤＶＤ（ＤＶＤ－Ｒ、
ＤＶＤ＋Ｒ又はＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ） 、ＣＤ（ＣＤ－Ｒ又はＣＤ－ＲＷ）へ
保存してください。

（2）上記（1）の厚生労働省ＨＰ内の「労働局適用徴収業務支援システムの仕様公開
について」の掲載場所は以下のＵＲＬとなります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/shiyou_koukai/

　なお、検索する場合には、厚生労働省ＨＰのトップページの右上の検索欄に「労
働局△仕様公開」と入力し、検索してください（△は全角スペースを表しています。）。

（3）ＤＶＤ、ＣＤは、ウィルス対策ソフト等で事前にウィルスチェックを行ってくだ
さい。

（4）申告書内訳（電子）のデータ内容は、年度更新時に提出する申告書内訳（紙）
と同じ内容です。
　ただし、第2種特別加入保険料に係る申告書内訳（組様式第6号(乙)）及び第3
種特別加入保険料申告内訳（海特様式第1号）に係る内容は含みません。

（5）ＤＶＤ、ＣＤのラベルには、以下について記載してください。
①　事務組合の名称
②　労働保険番号
※）全ての労働保険番号を記載してください（枝番号は不要）。なお、労働保険番号が複数になる等によ
り記載できない場合には、ラベルには「労働保険番号は別紙」とし、別紙に記載してください。

③　「平成２７年度申告書内訳」の記載
④　作成日付
⑤　口座振替を行っている場合には「口座振替」と記載

（6）提出されたＤＶＤ、ＣＤは返却いたしません。ＲＳシステムへの登録が終了し、
保存期間が満了した後に、都道府県労働局にて厳重に廃棄処理します。

申告書内訳（電子）の作成要領

　報奨金（電子化分）の額は、予算の範囲内で、申告書内訳（電子）に登録された委
託事業場のうち、前年度における常時労働者15人以下の委託事業場1件につき460
円を交付します。

報奨金の額

　申告書内訳（電子）は、年度更新時（6月1日～7月10日）に提出してください。

申告書内訳（電子）の提出期限

　次頁の「申告書内訳（電子）の作成要領」を参照してください。

申告書内訳（電子）の作成

　報奨金（電子化分）に係る交付手続については、後日配布するパンフレットを参照
してください。

交付手続について

　最寄りの都道府県労働局労働保険適用徴収主務課室へお問い合わせください。

問合せ先

（※１）労働局適用徴収業務支援システムとは、都道府県労働局において、事務組合から提出される申告書内訳等の
受付、審査等の業務処理を支援するシステムです。

（※２）インターフェース仕様書とは、システム間でデータのやり取りを行うための保存形式について記載されたものです。

報奨金（電子化分）のお知らせ（平成27年度）
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申告・納付は6月1日（月）から7月10日（金）までに

27

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/hoken/980916_1.html

3

　なお、領収済通知書（納付書）に記入する内訳・納付額の金額の訂正はで
きません。書き損じたときは、同一都道府県内の新しい領収済通知書を使用
してください。
　（最寄りの監督署、労働局等に用意してあります。）

提出は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関・郵便局へ

金額の頭に


